
　●　輸送の安全に関する基本的な方針
　　　①　「安全はすべてに優先する」を基本理念とし、業務に取組みます。

　　　②　「輸送の安全第一」に徹するための｢PDCA｣を継続し、安全の精度を高めます。

　　　③　関係法令や社内規定を遵守し、各種事故防止に徹します。

　●　社内への周知方法

　　　 各拠点事務所に掲示し、全社員に周知徹底を図ります。

　●　安全方針に基づく目標
　　　①　重大交通事故～０件（自動車事故報告規則第２条に規定する事故 ）

　　　②　交通事故（有責事故）　・人身事故～０件　　・物損事故～前年対比３割削減

　　　③　労働災害事故～0件（交通事故を除く）

　●　目標達成のための計画
　　　①　社外講師による月1回の一般的指導・監督の指針（12項目）研修の継続実施

　　　②　雇入れ時の安全教育の実施（初任運転者・入社時教養）

　　　③　事故惹起者に対する意識改革と技術の指導研修

　　　④　デジタコ及びドライブレコーダーを活用した適正な運行指導の実施

　　　⑤　安全運転管理者の法定講習受講　

　　　⑥　優良運転者表彰制度の継続実施・交通安全特別講習の実施（1月）

　●　安全に関する情報共有
　　　①　交通事故発生時の効果的なアナウンスの実施（デジタルサイネージに掲載）

　　　②　点呼時における安全情報・危険情報・注意喚起情報等の提供

　●　安全に関する反省事項

　　　①　安全確認の不徹底（安全不確認が起因する事故が全事故の61％　単独事故が全体の約88％）

　　　②　基本の逸脱（輪止めの徹底及び洗車・荷役作業中の安全意識が希薄）　

　●　反省事項に対する改善方法

　　　①　基本厳守の継続指導（安全確認・輪止めの徹底指導など）

　　　②　点呼時における「事故防止ひと声指導」の実施

　　　③　2025年度発生交通事故分析結果に基づく社外講師による追加指導

　　　④　交通事故再発防止検討委員会における個別具体的な指導の実施

　●　安全に関する目標達成状況（令和７年度）

　●　事故に関する情報

　 　（自動車事故報告規則第2条に規定する事故）

　２０２５年度（令和７年度）はありませんでした。

　●　輸送の安全に関する情報公開

　 　２０２５年度（令和７年度）行政処分は受けておりません。

我が社の運輸安全マネジメントの取組み
2026年度（令和8年4月１日～令和9年3月31日）

掲示物有効期限 作成部署 掲示承認

□次回改版まで 経営執行本部 経営企画本部
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